
浜松市中小事業者等 AIエージェント導入支援事業費補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 浜松市は、市内中小事業者等の競争力強化と持続的な成長を目的に、AI エージェ

ント導入に取り組む中小事業者等に対して、予算の範囲内において補助金を交付するも

のとし、その交付に関しては、浜松市補助金交付規則（昭和５５年浜松市規則第１７号。

以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、中小事業者等とは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４

条）第２条に規定する者をいう。 

２ 前項に定めるもののうち、次に該当するものは中小事業者には該当しないものとする。 

（１）発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有してい

る中小事業者 

（２）発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を複数の大企業が所有してい

る中小事業者 

（３）大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占める中小事業 

  者 

（４）発行済株式の総数又は出資価格の総額を第１号から第３号に該当する中小事業者が

所有している中小事業者 

（５）第１号から第３号に該当する中小事業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数

のすべてを占めている中小事業者 

３ この要綱において、AI エージェントとは、ユーザーからの指示に基づき、自律的に問

題解決やタスク実行を行うソフトウェアのことをいう。 

 

(補助対象者) 

第３条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１）市内に主たる店舗・工場・事業所・支店を有する中小事業者等 

（２）営利を目的として事業を営んでいること。 

（３）申請日時点において事業活動の実態があり、引き続き事業活動を継続する意思があ 

  ること。 

（４）市税を完納している者であること。 

（５）納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税・県民税・森林環境税

特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な

理由がある者であること。 



２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。 

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に

規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者 

（２）政治団体 

（３）宗教上の組織又は団体 

（４）暴力団（浜松市暴力団排除条例（平成２４年浜松市条例第８１号。以下「条例」とい

う。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。） 

（５）暴力団員等（条例第２条第４号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。） 

（６）暴力団員等と密接な関係を有する者  

（７）前３号に掲げる者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査

役又はこれらに準じるべきもの、支配人及び清算人をいう。）となっている法人その他

の団体 

（８）社会福祉法人、学校法人、特定非営利法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団

法人、公益財団法人、学校法人、農事組合法人、農業協同組合、生活協同組合、森林組

合、漁業協同組合、任意団体等中小企業基本法に規定する中小企業でない者 

（９）前各号に掲げるもののほか、公の秩序に反するおそれがあると認められる団体又は

補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者 

 

（補助事業） 

第４条 補助の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業（以下 

「補助事業」という。）とする。 

（１）補助事業者が、浜松市内の施設等に対して、AI エージェントを導入して定例業務や

情報収集・分析等の効率化を図る事業であること。 

（２）補助事業の実施期間は、交付決定日より令和８年１２月１５日までとする。 

（３）当該年度において、事業の内容が同一事業につき１回の申請であること。 

２ 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当するものは補助事業としない。 

（１）令和８年度において、補助事業と同一の事業にて、他の助成制度による財政的支 

援を受けた事業、又は受ける見込みのある事業（市長が認める場合は除く。） 

（２）公序良俗に反するおそれがある事業 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費は、AI エージェント導入による事業執行に際し必

要と認められる、次の各号に掲げるものとする。（消費税及び地方消費税を除く。以下「補

助対象経費」という。）とする。また、補助対象経費の合計が１００万円に満たない事業

は対象外とする。 

（１）AI エージェント導入に係る初期経費 



（２）AIエージェント導入に伴うコンサルティング経費 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の２分の１以内の額（当該額に 

１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。ただし、１件あた 

り５００万円を限度とし、下限額を５０万円とする。 

 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付の申請をしようとする者は、浜松市中小事業者等 AIエージェント導

入支援事業費補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定

める期限までに郵送により市長に提出しなければならない。 

（１）事業計画書 

（２）誓約書（第２号様式） 

（３）履行事項証明書（申請者が法人の場合に限る。） 

（４）決算書（直近２期分）又は確定申告書（直近２期分） 

（５）事業概要 

（６）補助金振込先の口座に関する情報（金融機関名、口座番号、名義人等）が分かる書類

（預金通帳の写し等） 

（７）市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書の写し 

（８）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定に関わらず、補助金の交付の申請をしようとする者は、浜松市中小事業者等

AI エージェント導入支援事業費補助金交付申請書に係る情報に、前項各号に掲げる書類

に係る情報を添えて、市長が別に定める期限までに WEB にて市長に申請することにより、

前項の規定による申請に代えることができる。 

 

（交付の決定等） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らして、その内

容を審査し、必要があると認めるときは、申請者に追加資料の提出を求め、又は現地調査

等を行い、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書（第３号様式）により、

当該申請者に通知するものとする。 

２ 市長は前項の審査において、専門家の意見を聞くことができる。 

３ 補助金の不交付を決定したときは、当該申請者に対し、不交付決定通知書（第４号様式）

により通知するものとする。 

 

（交付の条件） 

第９条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、次の各号に掲げる事項につき条件



を付するものとする。 

（１）補助金は、当該補助事業以外の目的に使用してはならない。 

（２）次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなけれ

ばならない。 

  ア 補助事業の内容を変更しようとする場合 

  イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合 

（３）補助事業が予定期間内に完了しない場合又は、遂行が困難となった場合は、市長に報

告してその指示を受けること。 

（４）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後において

も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければ

ならないこと。 

（５）補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿

及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後、第１７条第２項に定める期間保管し

なければならないこと。 

（６）事業完了後、要綱に定める日までに指定する様式により、補助事業完了報告書を市長

に提出すること。 

（７）第１５条第２項の規定により補助金の返還の命令を受けたにもかかわらず、当該補助

金、加算金又は遅延損害金の全部又は一部を納付しないときは、市長は、規則第１８条

の３の規定に基づき、他の交付すべき補助金についてその交付を一時停止し、又は未納

額との相殺をすること。 

（８）前各号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が必要があると認める事項を遵

守すること。 

 

（変更の交付申請） 

第１０条 補助事業者は、前条第１項第２号の規定に基づき、補助事業の内容又は経費の配

分の変更をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、

次のいずれかに該当する軽微な変更の場合を除く。 

（１）補助事業費の２０％を超えない減 

（２）補助事業の内容に関係のない事業計画の細部変更である場合 

（３）補助事業の目的に変更をもたらすものでない場合 

２ 前項の承認の申請は、変更承認兼変更交付申請書（第８号様式）により行わなければ 

ならない。 

３ 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めた

場合において、交付決定金額に変更を生じるときは、変更交付決定通知書（第９号様式）、

交付決定金額に変更が生じないときは、変更承認通知書（第１０号様式）を補助事業者に

通知するものとする。 



 

（補助事業の中止） 

第１１条 補助事業者は、第９条第１項第２号の規定に基づき、補助事業を中止しようとす

る場合は、事業中止届（第１１号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の中止届の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めた

場合において、中止承認通知書（第１２号様式）を補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助事業の実績報告及び補助金の請求） 

第１２条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了後３０日以内又は令和８年 

１２月１５日のいずれか早い期日までに次の各号に掲げる書類を提出しなければならな

い。 

（１）補助事業実績報告書兼補助金請求書（第１３号様式） 

（２）補助対象経費を支出したことを証する書類（領収書等） 

（３）前号に定めるもののほか、市長が必要があると認める書類 

２ 補助金の請求をできる者は、前項の補助事業実績報告が認められた者に限る。 

 

（補助金の額の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必

要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業

の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めると

きは交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書（第１４号様式）により、当

該補助事業者に通知するものとする。 

 

（立入検査等） 

第１４条 市長は、補助金の適正な交付のため、必要があるときは、申請者に対して報告さ

せ、又は職員に当該事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関

係者に質問させることができる。 

 

（補助金の交付決定の取り消し） 

第１５条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第８条第１項の規定に

よる交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）第３条第 1 項各号のいずれかに該当しないことが判明したとき。 

（２）第３条第２項各号のいずれかに該当することが判明したとき。 

（３）補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

（４）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（５）補助金の交付の決定の内容、これに付した条件又はこの要綱に基づく指示その他法令



若しくはこれらに基づく市長の処分に違反したとき。 

（６）第１２条に規定する実績報告が提出されないとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、対象事業の

当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期

限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。  

３ 市長は、第１項の規定よる交付決定の取消しを決定したときは、補助事業者に対し、補

交付決定取消通知書（第１５号様式）により通知するものとする。 

 

（加算金及び遅延損害金）  

第１６条 補助事業者は、前条第２項の規定による補助金の返還の命令を受けたときは、規

則第１８条の２第１項の規定に基づき加算金を市に納付しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助金の返還の請求を受け、これを納期限までに納付しなかったときは、

規則第１８条の２第４項の規定に基づき遅延損害金を市に納付しなければならない。 

 

（財産処分の制限） 

第１７条 この要綱による補助金の交付を受けた者は、補助金の全部に相当する金額を市

に納付した場合を除き、補助事業により取得した財産を、市長の承認を受けないで、補

助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取

り壊してはならない。 

２ 財産の処分を制限する期間（以下、処分制限期間という。）は、財産の取得日と財産を

事業の用に供した日のいずれか遅い方を起算日として、減価償却資産の耐用年数等に関

する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める期間のとおりとする。 

３ 第１項の承認を受けようとする補助事業者は、財産処分承認申請書（第５号様式）に

より市長に申請しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、承認すべきであると

認めたときは、当該申請者に対し、財産処分承認通知書（第６号様式）により通知する

ものとする。 

５ 前項の承認を受けた補助事業者が当該承認にかかる財産を処分したときは、その内容

について財産処分報告書（第７号様式）により市長に報告するものとする。 

 

（雑則） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度に交付する補助金について適用

する。 


